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岩手沿岸南部広域環境組合情報公開条例施行規則 

 

平成３０年 ２月１５日 規則第１号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、岩手沿岸南部広域環境組合情報公開条例（平成３０年岩手沿岸

南部広域環境組合条例第２号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （請求書） 

第２条 条例第６条に規定する請求書は、岩手沿岸南部広域環境組合行政文書開示請

求書（様式第１号）のとおりとする。 

 （決定通知書） 

第３条 条例第７条に規定する行政文書の開示の請求に対する可否の決定通知は、岩

手沿岸南部広域環境組合行政文書開示決定通知書（様式第２号）、岩手沿岸南部広域

環境組合行政文書部分開示決定通知書（様式第３号）又は岩手沿岸南部広域環境組

合行政文書非開示決定通知書（様式第４号）により行うものとする。 

 （電磁的記録の開示の実施の方法） 

第４条 条例第８条第１項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的

記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。 

電磁的記録の種別 開示の実施の方法 

１ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディス

クその他これらに類するもの（以下「磁

気テープ等」という。）に記録されてい

る電磁的記録で、実施機関が保有する電

子計算機その他の機器を用いて閲覧し、

若しくは視聴し、又は複製することがで

きるもの 

閲覧若しくは視聴又は複製物の交付 

２ 磁気テープ等に記録されている電磁

的記録で、実施機関が保有する電子計算

機その他の機器を用いて、紙その他これ

に類するものに印字し、又は印画する方

法により出力することができるもの 

紙その他これに類するものに印字し、又は

印画したものの閲覧又は写しの交付 
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 （行政文書の取扱い） 

第５条 条例第８条第２項の規定により行政文書を閲覧する者は、行政文書をていね

いに取り扱うこととし、汚損してはならない。 

２ 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し行政文書の閲覧を中止させ、又は禁

止することができる。 

 （費用の負担） 

第６条 条例第１２条第２項の実施機関が定める額は、別表第１に定めるとおりとす

る。 

２ 条例第１２条第３項の実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定め

る額は、別表第２に定めるとおりとする。 

 （行政文書目録） 

第７条 条例第１５条の規定による行政文書目録は、岩手沿岸南部広域環境組合文書

管理規程（平成１８年岩手沿岸南部広域環境組合訓令第４号）に規定する文書分類

表をもって充てるものとする。 

 （運用状況の公表） 

第８条 条例第１６条の規定により管理者は、前年度の運用状況を岩手沿岸南部広域

環境組合議会議長に報告するとともに、釜石市広報、大船渡市広報、陸前高田市広

報、大槌町広報及び住田町広報をもって住民に公表するものとする。 

２ 公表する内容は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 開示請求の件数及び処理状況 

 ⑵ 審査請求の件数及び処理状況 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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別表第１（第６条関係） 

区分 単位 金額 

１ 乾式の複写機による写し

（日本工業規格Ａ列３番の

大きさまでのものに限る。） 

白黒 １枚につき 
１０円（両面に複写した場合

にあっては、２０円） 

カラー １枚につき 
６０円（両面に複写した場合

にあっては、１２０円） 

２ １に掲げる以外の写し １枚につき 
当該写しの作成に要する費用

に相当する額 

 

別表第２（第６条関係） 

開示の実施 

の方法 
区分 単位 金額 

複製物の交付 
磁気テープ等に複製し

た複製物 

１枚又は１

巻につき 

複製物の作成に要する費用

に相当する金額 

紙その他これ

に類するもの

に印字し、又

は印画したも

のの写しの交

付 

１ 乾式の模

写による写

し（日本工業

規格Ａ列３

番の大きさ

までのもの

に限る。） 

白黒 １枚につき 
１０円（両面に複写した場合

にあっては、２０円） 

カラー １枚につき 
６０円（両面に複写した場合

にあっては、１２０円） 

２ １に掲げる以外写し １枚につき 
当該写しの作成に要する費

用に相当する額 
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様式第１号（第２条関係） 

年  月  日  

 岩手沿岸南部広域環境組合管理者  宛 

 

住所                  

氏名              印   

法人その他の団体に         

あっては、主たる事         

務所の所在地及び名         

称並びに代表者氏名         

連絡先（電話番号）           

岩手沿岸南部広域環境組合行政文書開示請求書 

 岩手沿岸南部広域環境組合情報公開条例第６条第１項の規定により、次のとおり行

政文書の開示を請求します。 

行政文書の名称その 

他の行政文書を特定 

するに足りる事項 

 

開示の実施の方法 

１ 文書又は図面の場合 
□閲覧（これに引き続く写しの交付の希望 □有 □無） 
□写しの交付（□窓口での交付 □郵送による交付） 
 

２ 電磁的記録の場合 
□閲覧又は視聴（これに引き続く複製物の交付の希望 □有 □無） 

 □複製物の交付（□窓口での交付 □郵送による交付） 
 □紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧 
  （これに引き続く写しの交付の希望 □有 □無） 
 □紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの 
  交付（□窓口での交付 □郵送による交付） 

備 考   

 
 備考 
 １ 「開示の実施の方法」欄の記載は、請求される方の任意です。 
 ２ □のある欄は、該当する項目の□にㇾ印を付してください。 
 ３ 連絡先（電話番号）は、今後の手続き等について御連絡する場合がありますの

で、必ず記載してください。 
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様式第２号（第３条関係） 

文 書 番 号  

年  月  日  

            様 

     岩手沿岸南部広域環境組合管理者     印 

岩手沿岸南部広域環境組合行政文書開示決定通知書 

      年  月  日付けで請求のありました行政文書の開示について、次の

とおり開示することと決定しましたので通知します。 

行 政 文 書 の 表 示  

開示を実施する日時      年  月  日  午前・午後  時  分 

開示を実施する場所  

開示の実施に要する

費用に相当する額 

 
 
 
（行政文書の写し等の郵送を希望される場合は、別途、郵送
に要する費用を負担していただきます。） 

開示の実施の方法  

担 当 課 等 
                係名 

電話番号（   ）   ―      内線 

備 考  

 
 備考 
 １ 「開示の実施に要する費用に相当する額」とは、行政文書の写し、複製物又は
  行政文書を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写しの
  交付を希望される場合に負担していただくことになる費用の額を記載しています。 
 ２ 行政文書の開示を受ける際には、この通知書を提示してください。 
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様式第３号（第３条関係） 

文 書 番 号  

年  月  日  

           様 

岩手沿岸南部広域環境組合管理者     印  

岩手沿岸南部広域環境組合行政文書部分開示決定通知書 

      年  月  日付けで請求のありました行政文書の開示について、次の

とおり行政文書の一部を除いて開示することと決定しましたので通知します。 

行 政 文 書 の 表 示  

開示を実施する日時     年  月  日  午前・午後  時  分 

開示を実施する場所  

開示の実施に要する 
 

費用に相当する額 

 
 
（行政文書の写し等の郵送を希望される場合は、別途、郵送
に要する費用を負担していただきます。） 

開示の実施の方法  

開 示 し な い 部 分  

上記の部分を開示

し な い 理 由 

 

担 当 課 等 
                          

      係名 

電話番号（   ）   ―      内線 
備 考  

備考 
 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に、管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したと
きは、審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、
当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、組合を被告
として（訴訟において組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます。ただし、
この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があっ
たことを知った日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした
場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年が経過したときは、処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。 

 ３ 「開示の実施に要する費用に相当する額」とは、行政文書の写し、複製物又は行政文書を紙そ
の他これらに類するものに印字し、若しくは印画したものの写しの交付を希望される場合に負担
していただくことになる費用の額を記載しています。 

 ４ 行政文書の開示を受ける際には、この通知書を提示してください。 
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様式第４号（第３条関係） 

文 書 番 号  

年  月  日  

           様 

岩手沿岸南部広域環境組合管理者     印  

岩手沿岸南部広域環境組合行政文書非開示決定通知書 

      年  月  日付けで請求のありました行政文書の開示について、次の

とおり開示し 

ないことと決定しましたので通知します。 

行政文書の表示  

開示しない理由 

 

担 当 課 等 
係名 

電話番号（   ）   ―      内線 

備 考  

備考 
 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内に、管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したと
きは、審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、
当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、組合を被告
として（訴訟において組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます。ただし、
この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があっ
たことを知った日）の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした
場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年が経過したときは、処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。 


